
第２章 日本における女子教育の成立とキリスト教 
 
大正期に日本で発足したガールガイド運動はキリスト教と結びつきを持って始まってい

る。キリスト教はガールガイドのみではなく、明治期以降の日本の女子教育振興の大きな

要因でもある。明治政府の女子教育振興とキリスト教、とりわけ欧米から派遣された宣教

師たちとの関係は、明治政府の西欧文化に対する姿勢と育成しようと女性像の変化もあっ

て直線的ではなく、緊張関係をもちつつ推移した。ここでは、学制頒布と女子教育（第１

節）、明治初期におけるキリスト教と女子教育（第２節）、キリスト教主義学校への明治政

府の対応の変化と高等女学校（第３節）、大正期の女子教育と臨時教育会議（第４節）、明

治・大正期における女子教育とキリスト教（第５節）、について検討しながら、１９２０年

の日本のガールガイド＝女子補導会出発の背景について理解したい。 
 

第 1 節 学制頒布と女子教育 
江戸時代までの日本では、士農工商という身分序列と家父長権を絶対とする家族制度に

よって女性の地位は低いものであった。したがって、女性に対しては「三従の教え」に象

徴される婦徳の涵養がはかられ、上層の女性に限っての読書、習字、和歌、女礼、琴、生

花、茶などが身だしなみとして学ばれていた。庶民にとっては、一部が寺子屋で読み書き

の初歩を習得することにとどまっていた。明治維新後、１８７２（明治５）の学制頒布の

際の太政官布告には、「今より以後一般人民華士族農工商及婦女子、必ず邑に不学の戸なく、

家に不学の人なからしめん事を期す人の父兄たるもの宜しく此意を体認し其愛育の情を厚

くし其子弟をして必ず学に従事せしめざるべからざるものなり」と記され、ひろく教育が

奨励された。「高上の学に至ては其人の才能に任すといへども幼童の子弟は男女の別なく小

学に従事従事せしめざるものは其父兄の越度たるべき事」として、四民平等と男女の教育

機会均等が述べられている。この時期の「男女の別」ない教育の背景には、「女子も男子と

同じ人間であるが故に、学校教育を受けるべきだし、受けさせるべきだという考え方」と

「男子も女子も、それぞれに職分があるのでその職分を充分に果たすためには、女子も男

子と同様に教育を受けさせるべきだという考え方。－中略－その場合の職分というのは男

は外治、女は内治という内容であったため、男子の外治的教養のためには、親以外の師に

よる学校教育を必要とするが、女子の内治的教育には家庭教育で可能」1という二つの発想

があった。後者の場合、女子の学校設立への要請には結びつかないため、例えば官立学校

開設にあたっては、よい子どもを育てるためのよい母という「賢母賢子思想」から説明さ

れている。 
後に日本の婦人解放運動に影響を与えたJ.S.ミルの『婦人の隷属』がイギリスで出版さ

れたのが１８６９（明治２）年、イプセンの『人形の家』－１８７８（明治１１）年、ベ

ーベルの『婦人と社会主義』－１８７９（明治１２）年であり、欧米では女性解放の動き

が胎動しつつあった。明治初期の日本においては、『明六雑誌』に森有礼が「妻妾論」を掲
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載して妻となり、母となるために女子の軽視を問い直し、また中村正直が善良なる母をつ

くるために男子婦人同様の修養を提唱している段階であった。なお、学制期においては、

女子教育のための明確な規定はなく、尋常小学教科のほかに女子の技芸を教える女児小学

がみられるのみである。しかし、学制頒布後の初等教育の普及率を男子と比較した場合、

女子の就学率はしばらく低い水準が続いたため2、女子の実際の教育場面における振興が課

題となっていた。多くの人々にとって学校教育の効用は理解されず、徴収される学費と労

働力でもあった子どもたちが通学することによる経済的負担が問題視された。とりわけ女

子にとっての通学の意義が浸透し、就学率が向上するにはしばらく時間を要することにな

った。 
１８７３（明治６）年、文部省の招きで来日したデヴィッド・モルレー（David  Murrray）

は、日本国内を視察した後に女子教育の必要性を指摘し、女子教育振興のために女性教員

養成の必要性を提案している。その結果、田中不二麻呂の建白書による１８７５（明８）

年の女子師範学校開校につながった。なお、これに先立って１８７２（明治５）年には東

京女学校が官立女子教育機関として新設されていたが、西南戦争による経費削減のため１

８７８年には廃止された。そのため、１８８３（明治１５）年に女子師範学校の予科を廃

止し、高等普通学科として付属高等女学校が設置された。女学校に高等の名が冠せられる

ことになったのはこれが初めてである。この間、１８７１（明治４）年に津田梅子たち女

子留学生は「開拓使」から米国に留学し、各地で師範学校を中心とした府県立女子学校も

設置された。１８７７（明治１０）年に開校した学習院から学習院女子部が独立するのは

１８８５（明治１８）年のことである。このように女子教育機関が成立しつつあったが、

男子と比較した場合、質量ともに立ち遅れたものであった。 
１８９３（明治２６）年には、低い女子就学率に対し、下記の通り「女子教育ニ関スル

件」(文部省訓令第８号)が出されている。 
 
普通教育ノ必要ハ男女ニ於テ差別アルコトナク且女子ノ教育ハ将来家庭教育ニ至大ノ

関係ヲ有スルモノナリ現在学齢児童百人中修学者ハ五十人強ニシテ其ノ中女子ハ僅ニ

十五人強ニ過キス今不就学女子ノ父兄ヲ勧誘シテ就学セシムルコトヲ怠ラサルヘキト

同時ニ女子ノ為ニ其教科ヲ益々実用ニ近切ナラシメサルヘカラス裁縫ハ女子ノ生活ニ

於テ モ必要ナルモノナリ故ニ地方ノ情況ニ依リ成ルヘク小学校ノ教科目ニ裁縫ヲ加

フルヲ要ス  
裁縫ノ教員正当ノ資格アル者ヲ得難キノ場合ニ於テ一時雇員ヲ以テ之ニ充ツルモ妨ナ

シト雖其ノ人ノ性行ニ関シテ採用ノ際深ク注意ヲ加ヘンコトヲ要ス  
 

以上、女子就学率の低迷は、将来の家庭教育という観点からも問題視され、対応策とし

て、保護者に就学を働きかけること、また、女子のための実用的教科として裁縫科を加え、

そのための教員採用が指示されているのである。 

 35



第２節 明治初期におけるキリスト教と女子教育 
明治期において、学制頒布では男女共学が唱えられているが、実質的には男子中心に学

校制度は発展・整備された。そのような中で、欧米のキリスト教宣教師の女子教育への役

割は大きい。本節では、明治期におけるキリスト教と女子教育について概観する。 
当時の女子教育振興を考える上で大きな背景のひとつに１８７３（明治６）年にキリス

ト教が解禁されたこと、それにともなうプロテスタント教会の役割がある。官立中等教育

機関が男子を中心に整備されつつある中で、英学の導入と女子教育の普及という両面にお

いて大きな存在となっている。日本開国後、監督派（American Episcopal Mission）、長

老派（American Presbyterian Mission）、オランダ改革派（Dutch Reformed Church 
Mission）の宣教師が派遣された。彼、彼女たちはキリスト教布教が許される以前は日本

語研究を行い、また英語を教授した。これは、英学導入の契機となり、その点では近代的

教育のはじまりであるとともに、私学においては今日に至る女子諸学校に連結しているも

のも多数存在する。 
例えば、長崎で活動を開始した監督派は大阪で照暗女学校を、東京では立教女学校をは

じめた。長老派は東京の築地居留地において女子学院のもととなる私塾（A6B6）をつく

り、長老派の流れをうけたオランダ改革派は横浜でヘボン夫妻が横浜居留地に開いた診療

所の一部を借りてフェリス女学院のもとをつくった。アメリカ合衆国会衆派(American 
Board Mission)は神戸に神戸女学院、京都に同志社女学校を創設し、メソジスト監督派

(American Methodist Episcopal Mission)は東京に小学校（青山学院女子部のはじまり）

をつくり、浸礼派(American Baptist Mission)は東京に駿台英和学校を開いている。 
アメリカ合衆国系の女学校について年次を追ってみると、フェリス女学院（横浜・１８

７０）、ミッションホーム（横浜共立学園・１８７１）、梅香崎女学校（長崎・１８７３）、

照暗女学校（平安女学院－大阪のち京都・１８７５）、神戸英和女学校（神戸・１８７５）、

同志社女学校（京都・１８７６）、梅花女学校（大阪・１８７８）、活水女学校（長崎・１

８７９）、光塩学校（梅光女学校－下関・１８７９）、ブリテン女学校（成美学園－横浜・

ブリテン女学校）等がある。この他にも、東京ではプロテスタント系の桜井女学校、一般

女子教育施設として多数の女学校が創設されたが、個人住宅をあてる等、規模の小さいも

のも多かった。キリスト教主義による女子教育は、江戸時代からの「婦徳」とはことなり、

英米女性による英語教育、寄宿によって生活をともにする中で、欧米の人間観・社会観を

そこに学んだ若い女性にひろめていった3。戦前日本におけるキリスト教系諸学校の系譜の

概要は下記の通りである。明治期、キリスト教学校以外においても、欧米の教師の雇用を

通じて、キリスト教は、英語教育の内容、ひろく生活文化のありようにおいて教育全般に

影響を与えていることを確認しておきたい。 
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近代日本におけるキリスト教系諸学校の系譜（戦前を中心に主要なものを略示した）4 
〇Protestant 
【聖公会】 
私塾立教学校１８７４ 立教尋常中学１８９６ 立教中学１８９９ 

立教女学校１８７７ 立教女学校１８９９ 立教高等女学校１９０８ 
照暗女学校１８７５ 平安女学院１８９５ 平安高等女学校１９１５ 

アンデレ神学校１８７７ 出島英和学校１８７８ 
大阪三一神学校１８８４ 高等英学校１８９０ 桃山中学校１９０２ 

永生女学校１８７９ プ－ル女学校１８９０ プール高等女学校１９２９ 
香蘭女学校１８８８ 香蘭高等女学校１９４５ 

松蔭女学校１８９２ 松蔭高等女学校１９１５ 
【長老派・改革派】 
ミス・ギダ－の学校１８７０ アイザック・フェリス・セミナリ－１８７５ 

築地大学校１８８０ 東京一致英和学校１８８３ 明治学院１８８６ 
バラ塾１８７１ ブラウン塾１８７３ 東京一致神学校１８７７ 先志学校１８８１

スタウト塾１８７２ スチ－ル・アカデミ－１８８７ 東山学院１８９１ 
スタ－ヂス・セミナリ－１８８７ 梅香崎女学院１８９０（梅光女学院）

Ａ６番女学校１８７０ Ｂ６番女学校１８７３ 新栄女学校・桜井女学校１８７６ 
女子学院１８９０ 

金沢女学校１８８５ 北陸女学校１９００ 
頌栄学校１８８４ 頌栄高等女学校１９２０ 
ウィルミナ女学校１８８４（大阪女学院） 

スミス塾１８８７ スミス女学校１８８９  北星女学校１８９４ 
仙台神学校１８８６ 東北学院１８９１  
宮城女学校１８８６（高等女学校認可１９１１） （宮城学院） 

金城女学校１８８９ 金城女子専門学校付属高等女学部１９２９（金城学院） 
【アメリカン・ボ－ド】 

女学校（神戸ホ－ム）１８７５ 神戸英和女学校１８７９ 神戸女学院１８９４ 
cf.高等科３年課程１８９１ 

同志社分校女紅場１８７７ 同志社学院女学校１８８８ 同志社高等女学部１９３０ 
梅花女学校１８７８ 梅花高等女学校１９１３ 

私立松山女学校１８８６ 松山東雲高等女学校１９３２ 
頌栄保母伝習所１８８５ 保育学園 

【メソジスト－美以教会（アメリカ・メソジスト）】 
女子小学校１８７４ 海岸女学校１８７７ 東京英和女学校１８９５青山女学院１８９４ 
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耕教学舎１８７８ 東京英学校１８８１青山学院１８９４ 青山女学院と合同１９２７ 
活水女学校１８７９ 活水高等女学校１９４４ 

加伯利英和学校１８８１  鎮西学館（学院） 
ミセス・カロリーン・ライト・メモリアルスクール１８８２ 遺愛女学校 

来徳女学校１８８６ 弘前遺愛女学校１８８７ 弘前女学校１８８９（弘前学院） 
英和女学校１８８５ 私立福岡女学校１９１７（福岡女学院） 

【メソジスト－カナダ】 
東洋英和女学校１８８４ （高等女学科１９１９）東洋永和女学校１９４１ 

静岡英和女学校１８８７ 静岡静陵高等女学校１９４１ 
山梨英和女学校１８８９ 山梨栄和女学校１９４１ 

【メソジスト－南美以教会（アメリカ南メソジスト監督）】 
英夜学校パルモア英学院１８８７ パルモア英学院昼間部１８８８  関西学院１８８９ 
広島女学会１８８６ 広島英和女学校１８８７ 広島女学院１９３２ 

【メソジスト－美普教会（アメリカ・メソジスト・プロテスタント）】 
ブリテン女学校１８８０ 横浜英和女学校１８８６ 成美学園１９３９ 

名古屋英和学校１８８７ 私立名古屋中学校１９０６（名古屋学院） 
【バプテスト－アメリカ・バプテスト】 

横浜バプテスト神学校１８８４ 東京中学院１８９５ 関東学院１９１９ 
家塾聖教学校１８７５ 横浜英和女学校１８８６ 捜真女学校１８９２ 

尚絅女学校１８９２ 仙台尚絅高等女学校１９４３（尚絅女学院） 
日ノ本女学校１８９３（日ノ本学園高等学校） 

【バプテスト－アメリカ南部バプテスト】 
福岡バプテスト神学校１９０７（関東学院大学） 

【基督教会（ディサイプルス派）】 
聖学院新学校１９０３ 女子聖学院神学部１９０５ 聖学院中学校１９０６ 

【キリスト友会】 
普連土女学校１８８７ 聖友女学校１９４３ （普連土学園） 

【アメリカ婦人一致伝道教会】 
亜米利加婦人教授所１８７１ 共立女学校１８７５（横浜共立学園） 

【プロテスタント－津田梅子】 
女子英学塾１９００ 専門学校１９０４ 津田英学塾 
〇Catholic 
【幼きイエス会－フランス・サンモ－ル】 
孤児院・寄宿舎１８７２ 築地女学校１８８１ 仏語女学校１８８７ 

雙葉高等女学校１９０９ 
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紅蘭女学校１９００（横浜雙葉） 
私立仏英女学校１９０３ 私立不二高等女学校１９１２ （静岡雙葉） 

福岡女子商業学校１９３３（福岡雙葉） 
菫女学院１９３３ 雙葉第二初等学校１９４１（田園調布雙葉） 

【ショファイユの幼きイエズス修道会】 
信愛女学校１８８４ 大阪信愛高等女学校１９０８ (大阪信愛) 

熊本玫瑰女学校１９００ （熊本信愛） （久留米信愛） （和歌山信愛） 
イエズス会・私立岡山女学校１８８６ 清心高等女学校１９１１ 

－ナミュール・ノートルダム修道女会に経営移管１９２４－（ノートルダム清心女子大） 
【シャトル聖パウロ修道女会】 
女子仏学校１８８４ 仏英和高等女学校１９１０ 白百合高等女学校１９３５ 
私立聖保禄女学校１８８６ 元町高等女学校１９４２（函館白百合） 
私立盛岡女学校１８９２ 私立東北高等女学校１９２０（盛岡白百合） 
私立仙台女学校１８９３ 私立仙台高等女学校１９０７ （仙台白百合） 

乃木高等女学校１９３８（湘南白百合） 
箱根強羅疎開学園１９４４（函嶺白百合） 

八代女子技芸学校１９１０ 八代成美高等女学校１９２６ （八代白百合） 
【マリア会】 
私立暁星学校１８８８ 暁星中学校１８９９ 
明星学校（夜間語学学校）１８９８（大阪明星学園） 

海星学校１８９２ 海星商業学校１９０３ 海星中学校１９１１ 
【スペイン聖ドミニコ修道女会】 

松山美善女学校１９２５松山商業女学校（カタリナ学園） 
【ドイツ神言修道会】 

南山中学校１９３２（南山女子部・男子部） 
【オランダ聖霊奉待布教修道女会】 
女子職業学校１９０８聖霊学院女子職業学校１９１５聖霊高等女学校１９４１ 
【殉教者聖ゲオルギオの聖フランシスコ修道女会】 

札幌藤高等女学校１９２５ （藤女子高等学校） 
【オーストラリア聖心会】 

聖心女子学院・語学校１９０８ 聖心女子学院高等女学校１９１０ 
【イエズス会】 

上智学院１９１１ （専門学校令）上智大学１９１３ 
【－キリスト教世界宣教会議１９１０－】 

東京女子大学１９１８ 
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【参考】－明治期におけるキリスト教以外の主たる女子教育機関－ 
東京女学校１８７２ 女子師範学校１８７５ 女子師範学校附属高等女学校１８８２ 
栃木女学校１８７５ 
跡見女学校１８７５ 
華族学校１８７７ 華族女学校１８９４  学習院女子部１９０５ 
共立女子職業学校１８８６ 
大日本女子教育奨励会東京女学館１８８８ 
実践女学校（下田歌子）１８９８ 
東京女医学校１９００ 
日本女子大学校１９０１ 
 

第３節 キリスト教主義学校への明治政府の対応の変化 

 明治期において、欧米の宣教師とキリスト教主義学校が日本の教育、とりわけ女子教育

に大きな役割を果たしたことは前節でみたとおりである。明治政府も多くを依存したこと

も事実であった。しかし、日本の近代化がすすみ、ナショナリズムの台頭にしたがって独

自の女子教育政策が試みられ、それはキリスト教主義学校と対立する動きとなっていった。 

ここでは、その点について高等女学校令の公布と理解を中心に考察したい。 

 

（１）キリスト教主義学校への明治政府の対応 

井上義巳は『日本キリスト教教育史』5において、キリスト教主義学校の歴史を三期に分

けて説明している。第一期は明治維新（１８６８年）前後から明治１０年代半ば（１８８

０年代前半）であり、第二期は明治１０年代の半ばから明治２０年過ぎ（１８８０年代後

半）までの「欧化時代」、第三期は明治２０年代からはじまる国家主義の時期で、キリス

ト教そのものが批判される。この時期は途中曲折をたどりながら、１９４５（昭和２０）

年の第二次世界大戦終結まで継続する、というものである。キリスト教主義女学校に決定

的な影響を与えた高等女学校令と訓令十二号を理解するためにも、ここでは名取多嘉雄に

よる解釈を援用しながら、あらためてこの時期区分について確認してみたい。 

第一期（明治維新前後から明治十年代の半ば）まで。この時期は、横浜、熊本、札幌の

三バンドが結成され、そこで学んだ日本人は新島襄、小崎弘道をはじめとした人々は日本

のキリスト教のみならず近代教育と青年観そのものに大きな影響を与えた人物となった。

この時期に来日した宣教師は、幕府直轄の済美館、佐賀藩の到遠館、大学南校で多くの人

材を育てたフルベッキ(Guido Herman Verbeck)をはじめ、ローマ字の改良と医師としても

有名なヘボン(James Curtis Hepburn)、農業・印刷技術・石鹸の製造法の紹介者でもあっ

た熊本洋学校のジェーンズ(Leroy Lansing Janes)、また、日本アルプスの命名で知られる

ウェストン(Weston)など、多才な人物でもあった。宣教師たちは来日して伝道の機会求め、
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若者の向学心に応えたため、日本人である彼・彼女たちもその感化をうけて入信すること

が多かった。その中で、女子教育に使命を感じる宣教師は各地で女学校を開設し、キリス

ト教主義学校における女子教育の基礎を築いていった。 

第二期は明治十年代の半ばから二〇年過ぎまでの「欧化時代」とよばれる時期である。

欧化時代とは、不平等条約改正のために、井上馨外相たちが日本の近代化が完成したこと

を西欧諸国に印象づけ、条約の改正を図った時期である。鹿鳴館の落成した１８８３年(明

治１６年)から大隈重信による条約改正の試み－１８８９年(明治２２年)前後までを指す。

「欧化」は条約改正という政府による政策を実現するためであり、この時期、文明開化以

上に国民の欧米崇拝熱は高まった。キリスト教は言語としての英語、服飾、食生活と並ん

で欧米の文化の一部として受容され、キリスト教主義学校も急速に発達した。そのような

動向は、欧米文化の信仰よりも華麗な文化的雰囲気への憧憬の側面も含めてのことである。

後述する香蘭女学校、松蔭女子学院、プール学院もこの時期にイギリス聖公会の宣教師に

よって設立されている。欧米の宣教師派遣による学校のみでなく、１８８５（明治１８）

年に岩本善治によって設立された明治女学校のような日本人の経営による学校も生まれた。

また、官民あげて女子教育充実をはかり、イギリス聖公会の日本監督のビカステス(Edward 

Bickersteth)、ショー(Alexander Show)の協力を得て準備された東京女学館も１８８８（明

治２１）年に開校した。女子教育とキリスト教について蜜月期とも言える時期である。 

第三期は明治２０年代からの国家主義の時期である。そこでは、キリスト教が批判され、

キリスト教主義学校の経営には困難が生じる。象徴的なことは、１８９２年(明治２５)年

の東京帝国大学の井上哲次郎による「教育と宗教の衝突」をめぐる発言である。キリスト

教信仰は教育勅語の説く忠孝の精神に反し、反国家的であるという意見を発表し、これに

キリスト教の立場から本多庸一が反論した。結果的には、これ以降は日本の国家主義的傾

向は助長され、キリスト教に対しても一転して否定的風潮が生じた。それは、１８９９年(明

治３２)年の高等女学校令、文部省訓令第十二号となってあらわれる。キリスト教主義女学

校では両者によって私立学校としての存続と宗教との関係、欧米的な女性像と日本的良妻

賢母像の関係において大きな課題に直面することになった。  
 
（２）高等女学校令の公布 

１８８６（明治１９）年に小学校令・中学校令が整備される中で、女学校について学校

令が出されることはなかった。しかし、１８９１（明治２４）年に中学校令が改正された

際に、「高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所ニシテ尋常中学校ノ種類トス 
２ 高等女学校ハ女子ニ須要ナル技芸専修科ヲ設クルコトヲ得」という条文が加えられた。 
ここでは、高等女学校が男子の中学校ニ対応する女子の中等教育期間であることが法律的

に定められたことになる。その後、１８９５（明治２８）年には高等女学校規程が文部省

令として出され、それによって修業年限、学科目等の細目が定められた。１８９７（明治

３０）年には女子師範学校併設を認める高等女学校設置を推進する文部省訓令が出され、
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１８９９（明治３２）年に高等女学校令が公布された。その条文は次の通りである。 
 

高等女学校令（明治三十二年二月八日勅令第三十一号） 

第一条 高等女学校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス  
第二条 北海道及府県ニ於テハ高等女学校ヲ設置スヘシ  
前項ノ校数ハ土地ノ情況ニ応シ文部大臣ノ指揮ヲ承ケ地方長官之ヲ定ム  
第三条 前条ノ高等女学校ノ経費ハ北海道及沖縄県ヲ除ク外府県ノ負担トス  
第四条 郡市町村北海道及沖縄県ノ区ヲ含ム又ハ町村学校組合ハ土地ノ情況ニ依リ須

要ニシテ其ノ区域内小学教育ノ施設上妨ナキ場合ニ限リ高等女学校ヲ設置スルコトヲ

得  
第五条 郡市町村立ノ高等女学校ニシテ府県立高等女学校ニ代用スルニ足ルヘキモノ

アルトキハ地方長官ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ受ケ府県費ヲ以テ相当ノ補助ヲ与へ第二

条ノ設置ニ代フルコトヲ得  
第六条 私人ハ本令ノ規定ニ依リ高等女学校ヲ設置スルコトヲ得  
第七条 高等女学校ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ  
高等女学校ノ設置廃止ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
第八条 公立高等女学校ノ位置ハ文部大臣ノ認可ヲ経テ地方長官之ヲ定ム  
第九条 高等女学校ノ修業年限ハ四箇年トス但シ土地ノ情況ニ依リ一箇年ヲ伸縮スル

コトヲ得  
高等女学校ニ於テハ二箇年以内ノ補習科ヲ置クコトヲ得  
第十条 高等女学校ニ入学スルコトヲ得ル者ハ年齢十二年以上ニシテ高等小学校第二

学年ノ課程ヲ卒リタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スル者タルヘシ  
第十一条 高等女学校ニ於テハ女子ニ必要ナル抜芸ヲ専修セントスル者ノ為ニ技芸専

修科ヲ置クコトヲ得  
高等女学校ニ於テハ其ノ卒業生ニシテ某学科ヲ専攻セソトスル者ノ為ニ専攻科ヲ置ク

コトヲ得  
第十二条 高等女学校ノ学科及其ノ程度ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
第十三条 高等女学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定ヲ経タルモノニ就キ地方長官ノ認可

ヲ経テ学校長之ヲ定ム但シ文部大臣ノ検定ヲ経サル教科書ヲ使用スル必要アルトキハ

地方長官ハ文部大臣ノ認可ヲ経テ一時其ノ使用ヲ認可スルコトヲ得  
高等女学校教科書ノ検定ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
第十四条 高等女学校ノ教員ハ文部大臣ノ授与シタル教員免許状ヲ有スル者タルヘシ

但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ本文ノ免許状ヲ有セサル者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得  
高等女学校教員ノ免許ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
第十五条 公立高等女学校職員ノ俸給旅費其ノ他諸給与ニ関スル規則ハ文部大臣ノ認

可ヲ経テ地方長官之ヲ定ム  
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第十六条 高等女学校ノ編制及設備ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
第十七条 公立高等女学校ニ於テハ授業料ヲ徴集スヘシ但シ特別ノ場合ニ於テハ之ヲ

減免スルコトヲ得  
授業料入学料等ニ関スル規則ハ公立学校ニ在リテハ地方長官ニ於テ私立学校ニ在リテ

ハ設立者ニ於テ文部大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム  
第十八条 本令ノ規定ニ依ラサル学校ハ高等女学校ト称スルコトヲ得ス  
第十九条 本令施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム  
附則  
第二十条 本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス  
地方長官ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ本令施行ノ日ヨリ四箇年以内第二条ノ設置ヲ延期ス

ルコトヲ得  
 

上記の高等女学校の制度化に象徴されるように、日清戦争開戦（１８９４・明治２７）

から２０世紀のはじめにかけて政府が女子教育の整備に努めた背景について、女子の小学

校への就学率の上昇、１８９４（明治２７）年からの日清戦争、また中産階層の家庭の育

成が指摘される6。低迷が続き、１８９３年には「女子教育に関する訓令」が出された女子

の就学率も１８９７年に５０パーセントを超え、１９００年に７１パーセント、１９０４

年には９１パーセントに達した。日清、日露の両戦間に急速に上昇し、それにしたがって

中等教育段階にすすむ女子も増加したため。また、日清戦争によって国民教育の重要性を

認識した政府および識者が、家庭における子弟育成の担い手として女子教育を国家的見地

から検討し始めた。具体的には、堅実な中産階層の家庭の育成ということ、軍国主義にふ

さわしい「軍国の母」を育成することを目的としたのである。 

また、女子教育振興の原因として深谷は、戦争の体験、条約改正と内地雑居、女性労働

の質的変化という３点から説明している7。 

 

a. 戦争の体験－日清戦争は日本にとって歴史上初めての外国との近代戦であった。そ

こでは、女性を国民として位置づけ、国策の受けとめ手とする必要が生ずる。因習

的な女性規範が国策の伝達を阻害するならそれを打破する必要がある。とくに女子

の教育は家事的技能と初歩的な読み書きの習得でじゅうぶんとして娘を学校に通わ

せない父母を啓発しなくてはならない。就学しなければ、国家的な意識を植えつけ

ることができない。 

ｂ．内地雑居－１８９９（明治３２）年７月にそれまでの関税自主権と治外法権の撤廃

の要望が達成された。これによって外資の速やかな導入を望む声も存在したが、多

くの外国人が来日し居住することへの危惧も生まれた。混乱をもたらさないために

国民の知識、道徳、体力を充実し、教育によって国民を精神的に統一する必要があ

った。横井小楠による徴兵拒否の同志社大学事件等によってキリスト教の教義と国
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体とが矛盾するという指摘のなかで、キリスト教の布教に対する警戒感、とりわけ

キリスト教主義女学校の拡大が問題となった。これに対応するため、県立を中心と

した公立の女学校を増設し、将来の母たる者の教育を考える必要がある、というも

のである。 

c. 婦人労働者の質的な変化－それまでも農家、商家で家業に従事する女性は少なくな

かったが、明治２０年代後半から軽工業の発達により低賃金の女子への需要が増加

したこと、明治３０年代になると専門職、サービスに関わる女性の職種が登場した。

日清戦争を契機として日本赤十字社によって組織的におこなわれた看護婦、電話局

の開設、鉄道作業局、その他オフィス・ガールの先駆者には一定以上の読み書き算

術の能力が課せられることになった。事務職に従事したのは中堅の家庭の娘であっ

て、既成の「女子労働者」観をうちこわすものであり、それに応じた教育制度の需

要が生じた。 

 

以上である。男子に比較して遅れていた女子の就学率が向上しはじめ、女子中等教育へ

の進学希望層も全国的に生みだされてきたことが第一に存在する。軽工業、都市化にとも

なう女性の近代的な職場進出は女性の活動を家庭中心に限定していたそれまでの女性観と

矛盾するものであった。しかし、同時に、「夫・舅・姑・子供という家族関係から規定する

良妻賢母主義は、江戸時代の封建的家族制度が１８９８（明治３１）年の民法に温存され

たように、江戸時代の家訓書であった『女大学』の延長」8としてこの時期の女子中等教育

に存在したのである。 

さらに、日本が東アジアにおける国際的緊張関係の中にあり、「大陸市場の奪取の必要に

迫られていた日本の資本主義は、『女大学』式良妻賢母主義に加えるに軍神の母としての要

素を女子教育の中に大切な柱として確立していかなければならなかった」9時期でもあった。

１９００（明治３３）年の「北清事変」の翌年の愛国婦人会創設に象徴されるように、女

子社会教育も含めた軍事的な側面が強くなっていった。高等女学校規程、高等女学校令に

おける教育内容は、家庭生活のための裁縫が中心におかれ、男子のための中学と比較して

修身、音楽の配当時数が多く、外国語、理科が少なく、さらに漢文の配当はない。その後、

１８９９年の高等女学校令公布当時３７校であった学校数は、その後８年間で１３３校に

増加した。１９１０（明治４３）年には、家政科目を中心とした修業期間４年、３年、２

年の実科高等女学校の条文（第１１条）が加えられた。女子教育制度の整備につれて、高

等女学校は家事・裁縫・芸事に重点が置かれるようになり、訓育的側面が強調されるよう

になっていった。 

それでは、制度化された高等女学校の教育内容はいかなるものであったのか、「高等女学

校令施行規則」（１９０１－明治３４）年にみられる標準的な週授業時数について概観して

みたい10。 
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１９０１年高等女学校令施行規則にみられる授業および標準週時間 

【甲号】 

学年 修身 国語 外語 地歴 数学 理科 図画 家事 裁縫 音楽 体操 教育 手芸 計 

一 ２ ６ ３ ３ ２ ２ １ － ４ ２ ３ － － 28 

二 ２ ６ ３ ３ ２ ２ １ － ４ ２ ３ － － 28 

三 ２ ５ ３ ２ ２ ２ １ ２ ４ ２ ３ － － 28 

四 ２ ５ ３ ３ ２ １ １ ２ ４ ２ ３ － － 28 

 

【乙号】 

学年 修身 国語 外語 地歴 数学 理科 図画 家事 裁縫 音楽 体操 教育 手芸 計 

一 ２ ６ ３ ３ ２ ２ １ － ４ ２ ３ － － 28 

二 ２ ６ ３ ３ ２ ２ １ － ４ ２ ３ － － 28 

三 ２ ６ ３ ３ ２ ２ １ － ４ ２ ３ － － 28 

四 ２ ５ ３ ２ ２ ２ １ ２ ４ ２ ３ － － 28 

五 ２ ５ ３ ２ ２  １ ４ ４ ２ ３ － － 28 

（ここでは、五年の乙号の例を掲載した－丙号は三年制。外国語〔外語と略〕は随意科目

とすることが可能で、丙号には外国語は課さないことになっていた。） 

 

 以上を、漢文がない代わりに教育と手芸が採用され、家事および裁縫という実技科目が

位置づけられていることがわかる。次に示した同１９０１年の「中学校令施行規則」と比

較してみると、明らかである。 

 

    １９０１年中学校令施行規則にみられる授業および標準時間11 

学年 修身 国語及漢文 外語 地歴 数学 博物 物理及化学 法制経済 図画 唱歌 体操 計

一 １ ７ ７ ３ ３ ２   １ １ ３ 28

二 １ ７ ７ ３ ３ ２   １ １ ３ 28

三 １ ７ ７ ３ ５ ２   １ １ ３ 30

四 １ ６ ７ ３ ５  ４  １  ３ 30

五 １ ６ ６ ３ ４  ４ ３   ３ 30

 

 両者を比較した場合、次のようにまとめられよう12。 

①同じ中等教育でありながら中学校が修業年限５年であるのに対し、高等女学校の原則は

４年で一年短い。 

②高等女学校は外国語の授業数が少なく、または随意科目になっている。さらに漢文はな

く、数学、理科の時間数が少ない。 
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③学校の物理、化学、博物が高等女学校では理科に統合されている。 

④高等女学校の教科として裁縫、家事が特設され、修身と音楽の時間が多い。 

 

（３）女子中等教育の整備と訓令十二号 

このような国家を意識した動向はキリスト教系女学校に大きな影響を与えた。すでに森

有礼文部大臣が国家主義的政策をうちだした１８８７（明治２０）年頃からキリスト教に

よる教育に批判的な風潮が生まれており、例えば福沢諭吉も「耶蘇会女学校の教育」13に

おいて一般家事の教育の欠落という点から強く批判している。それに加えて、１８９０（明

治２３）年の教育勅語の影響、さらに高等女学校令が公布された１８９９年には宗教と教

育に関する訓令十二号問題があり、訓令の内容は以下の通りである。 

一般ノ教育ヲシテ宗教ノ外二特立セシムルハ学政上 必要トス。依ツテ官立公立学校

及学科課程二関シ法令ノ規定アル学校二於テハ課程外タリトモ宗教上ノ教育ヲ施シ又

ハ宗教上ノ儀式ヲ行フコトヲ許ササルヘシ 

キリスト教主義学校では、校内で宗教行事を行わないことを選択するか、文部省認可資

格返上を選択し、男子中等学校では徴兵猶予、官公立高等専門学校入学資格を失うかとい

う状況に迫られた。女子学校においては徴兵猶予こそ別問題であったが、後述するように

同年に高等女学校令が公布され、新たに公立高等女学校が整備増設される中で、生徒の減

少と専門学校への進学への制度的対応を迫られることになった。キリスト教にもとづいた

特色ある学校経営は困難を来し、例えば巌本善治によってはじめられた明治女学校（１８

８５－１９０８）の廃校、彼の主宰した『女学雑誌』（１８８５－１９０１）も廃刊された。 

高等女学校令発布まで、女子中等教育を実質的に担っていたのはキリスト教主義の女学

校であった。その中で、高等女学校令とほほ同時に訓令十二号が出された背景について次

のように指摘されている14。 

①高度の一般教育と宗教教育とが与えられれば、『良妻賢母』の育成を目ざす高等女学校

はその目的を達成することができない。しかし、条約改正にともなう「内地雑居」によ

って今後もキリスト教女学校の増加が予想される。したがって、県立高女の設置と並ん

で、キリスト教主義女学校を何らかの形で制約する必要が生じた。 

②女学校のみでなく、宗教色の強い中学や大学が設立されるとなると公教育全般の問題

となる。条約改正のたてまえから宗教学校の全面的禁止はできないため、１８９７（明

治３０）年に伊藤博文が教育と宗教との分離の方針（「政治教育と宗教との関係に就て」

『教育時論』）を明らかにし、菊池文部次官がフランスの教育と宗教との区分を先例にし

て両者の分離を強めた。 

以上に加えて訓令十二号の背景には、１８８８年の高等教育会議「教育ニ関シ新条約実

施準備ノ件」における外国人の学校設置権の是非と私立学校令をめぐる議論もあった。結

果的に外国人による学校設置権、宗教教育の禁止条項は私立学校令に盛りこまれることは

なかった。しかし、私立学校を地方長官の監督下におき、「教育上有害アリト認ムルトキハ
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コレヲ禁止」という私立学校令の条文による法律支配とともに、訓令十二号による制約を

受けることになった。キリスト教主義による小学校、中等部のなかには廃校・廃止された

ものもあった。また男子の中等学校については、高等教育への進学、徴兵猶予の「特典」

廃止の関係から宗教色を抑え、普通教育を重視したかたちに変貌するものも少なからず存

在した。キリスト教主義女学校についてみれば、学校設立の趣旨を守って宗教教育を継続

し、ミサをおこなった結果、正規の学校と認められず各種学校の道を選択した学校も多か

った。キリスト教主義女学校は「予想されたほど、生徒も減少せず」15存続したという指

摘もある。しかし府県立高等女学校が増設される中で公教育からは除外されたところに置

かれ、その後その学校経営について新たな模索を課されることにもなったのである。 
 
第 4 節 大正期の女子教育と臨時教育会議 
女子教育機関は２０世紀に入って、さらに量的に拡大した。高等女学校については１９

１５（大正４）年に２２３校であったものが１９２５（大正１４）年に６１８校と三倍近

く増加した。従来の師範学校、とりわけ女子高等師範学校に限られていた高等教育機会に

ついて、１９０１（明治３４）年に日本女子大学校、１９１８（明治４３）年に東京女子

大学が設立された。両者とも大学の名称があるが１９０４年の専門学校令による専門学校

である。日本女子大学校は成瀬仁臓、麻生正蔵の他、渋沢栄一、森村市左衛門、三井・住

友財閥の協力を得て都市の中間層と地方地主層の女子を主たる対象とした教育が行われた。   
東京女子大学は１９１８年にイギリスのエディンバラで開かれたキリスト教の世界宣教

師会議でアジアである日本に女子大学を設立することが決議され、アメリカ合衆国とカナ

ダのプロテスタント７会派と日本の新渡戸稲造、安井てつたちによって設立されたもので

ある。「大正デモクラシー」によって婦人問題が注目され始め、職業女性の社会進出、参政

権の獲得、人身売買の禁止と並んで女子高等教育が課題となり始めた。高等女学校卒業者

の中から前記の専門学校に進学する希望者の増加によって、それまで各種学校によって宗

教教育を堅持してきたキリスト系女学校の中にも、文部省の指定による「専門学校検定」

を受けたところ、また高等女学校への改組を行う学校も生まれた。戦前の高等女学校生徒

にとっての上級学校は専門学校が中心であったが、この時期、私立女学校、キリスト教主

義学校にとってみても、生徒たちの上級学校進学は決して無視できないものとなってくる

のである。 
一方で、１９１８（大正７）年に臨時教育会議は女子教育に関する諮問が行われ、その

結果として明治以来の良妻賢母主義が確認された。女子高等教育に関しては「虚栄心の増

長」、「婚期を遅らせる」などの意見から批判的意見も出された。女子教育の改善策につい

て８項目の改善策が出されたが、第１項には次のように述べられている16。 
教育ニ関スル勅語ノ聖旨ヲ十分ニ体得セシメ殊ニ国体ノ観念ヲ鞏固ニシ淑徳節操ヲ重

ンスルノ精神ヲ涵養シ一層体育ヲ励ミ勤労ヲ尚フノ気風ヲ振作シ虚栄ヲ戒メ奢侈ヲ慎

ミ我家族制度ニ適スルノ素養ヲ与フルニ主力ヲ注クコト 
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それは、１９２０（大正９）年７月の高等女学校と施行規則の改革にも反映された。高

等女学校の目的として国民道徳の養成と婦徳の涵養に留意することが付け加えられて、精

神教育が強調された。なお、この時からじゅうらいの府県立に限られていたものに加えて

郡市町村設立による高等女学校が認められた。また、修業年限も「五箇年又ハ四箇年トス

但シ土地ノ情況ニ依リ三箇年」として高等小学校卒業者の入学資格が認められたこと、さ

らに卒業生のための専攻科・高等科の設置が認められた。この点は、女子の中等教育、と

さらなる教育機会へ対応したものでもあり、また全体としては戦前教育の基本である臨時

教育会議の国民教育体制の中での女子教育の確立としても捉えられよう。 
 
第 5 節 明治大正期における女子教育とキリスト教主義学校の位置 
以上、概観してきた明治以降の日本における教育は、男女別学とその差別化が進められ

ていく過程でもあった。ここでは、男子中心で、かつ別学化が進められた明治期の教育制

度と女子教育、さらに大正期の女子高等教育の発展を視野におき、その中でのキリスト教

主義学校の位置についてあらためて確認したい。 
学制頒布（１８７２・明治５）では、男女同様の就学奨励がなされたものの、教育令（１

８７９・明治１２）から男女別学は明記された。この後、女子を対象とし、また女子教育

の担い手養成のための師範学校の設立がすすめられ、産婆学校、看護婦の養成、和洋裁学

校等の職業に対応した女子教育が準備された。教育勅語（１８９０・明治２３）と翌年の

文部省令では、別学原則の厳格化と男女別の学級編成に関する規則が制定された。大正期

に入り、第一次世界大戦を経て、戦前日本の教育の基本的枠組みが完成された臨時教育会

議の「女子教育に関する答申」（１９１８・大正７）では、淑徳節操、体育と勤労、家族制

度に重点がおかれている。男子とは明確に区別された実際生活に即した知識能力、家事の

基礎としての理科教授が重視され、高等教育の代替として女学校での実科と専攻科設置が

提起されていった。 
この間、明治から大正にかけての中等教育制度を概観すると、明治初期の中学校創設期

は地域によって、中学に特に男子のみの学校であることが明記されず、女子生徒の在籍が

確認されるものも存在した17。その後、別学化が進み、中学校と高等女学校と制度は形式・

内容両面において別のかたちで発展していった。１８８２(明治１５)年に東京女子師範学

校付属高等女学校が修身を設置した高等女学校のモデルとして設立され、その後、改正中

学校令（１８９１・明治２４）と訓令「女子教育に関する件」（１８９３・明治２６）にお

いて高等女学校が明記、説明され、女子の就学督励が家庭教育の役割と併せて強調された。

なお、１８９４(明治２７)年の徒弟学校規定は女子を対象として意識して、刺繍・機械及

びその他の職業を授けることが目的されたもので、一部は後の実科高等女学校につながる

存在でもあった。その後、高等女学校規定１８９５(明治２８)が定められ、そこでは、男

子の中学とは異なり、修身・国語・裁縫の必修化の一方で、外国語の選択科目化、中学校

での物理・化学が理科として統合されて縮小された形となった。また、教員養成において
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も師範学校令(１８９７・明治３０)によって別学の女子師範学校設立が設立され、そこで

養成された女性訓導はそれぞれ別学級、別学校化された学校に配属され、そこでの教育の

担い手となっていった。 
以上のように明治期以降の日本における女子教育の歴史は、教育令以降の別学化、さら

に、中高等教育はあくまで男子を前提として整備されたために女子教育は別に扱われ、ま

たその制度も不十分なものであった。初等教育段階において女子就学率はしばらく低迷が

続いたこともり18、あわせて女子の教育機会が男子に比べて軽視されたため、女子の中等

教育は、公立では、ごく少数の女学校と師範学校に限られた。そのため、他の大部分はこ

れを私立が補うことになり、この私学の女子教育を主に担ったのは欧米人の協力によるキ

リスト教系の学校であった。例えば、高等女学校令の前年の１８９８（明治３２）年時点

で、公立女学校２６校に対し、キリスト教系女学校はプロテスタント系のみで６３校にの

ぼっている19。もちろん、女子教育のみでなく、明治期の教育において、帝国大学を含め

た多くの中高等教育機関が欧米人に依存した事実があることは確かである。例えばフルベ

ッキ（Guido Herman Verbeck）、ヘボン（James Curtis Hepburn）をはじめとした欧米人

宣教師の存在は明治期の学校制度の出発そのものにとって不可欠な要素であった。 

しかし、とりわけ女子教育においては政府の対応が男子中心で進められたこともあり、

キリスト教系女学校の果たした役割は特に明白であった、と言えよう。キリスト教系の女

学校といった場合、欧米の伝道会社が布教の目的のために経費を負担して経営するもので

はあったが、伝道以外にも中等教育の教育機会を女子に対して提供したこと、また、それ

までの日本とは異なるキリスト教に基礎をおいた欧米的な人間観にもとづく教育を行った

役割は大きい。 

ところが、１８８０年代末からのナショナリズムの台頭と日本としての教育の独自性が

強調されるにしたがって、それまでキリスト教系に多くを依存していた女子教育にも変化

が求められる。１８９１（明治２４）年の内村鑑三の「不敬事件」にはじまり、井上哲次

郎を代表とする国家主義思想によって「教育と宗教の衝突」問題がおきる20。その結果と

して、女子教育においては良妻賢母を基調とした教育が重視され、キリスト教系の教育に

制約を置く動きが生まれた。その傾向の象徴として、１８９９（明治３２）年に出された

訓令１２号と高等女学校令がある。高等女学校令（勅令３１号）により女子中等教育機関

として高等女学校が位置づけられ、また、条約改正を背景にもつ宗教と教育の分離政策は、

それまで女子教育を中心的に担ってきたキリスト教系の女学校に危機をもたらすことにな

った。つまり、制度として確立された高等女学校は、そこでは学校経営の枠組みと教育課

程そのものが学校認可申請の要件となり、具体的に次のような問題を生みだした。 
①修身、家事・裁縫の必置、外国語時数の週３時間等の限定が生まれたことは、週７

時間以上の英語授業を配当し、聖書と欧米文化の内面化を目標に掲げていたキリス女学

校令にしたがって、各府県に公立として女学校が設立されて、国家的支援を得たこれら

ト系女学校にとって容認できないものであった。 
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②中等教員免許取得者の配置義務や理科充実のための施設、設備充実はキリスト教系

女学校の学校経営の改変を要求するものであった。 
③同年の訓令 12 号－宗教教育の禁止によって、学校教育場面における宗教活動の禁

止が加えられ、宗教的儀式、聖書に関する授業が実施困難となった。 
④公立の高等女学校と各地域で競合を余儀なくされた。 

結果として、キリスト教女学校の多くは高等女学校としての認可申請を見送り、各種学

校のまま学校経営を存続を選択せざるを得ないことなり、小学校を併設している学校の一

部は初等課程を閉校した。なお、同じキリスト教系列の学校でも、多くの男子校の場合は

大学等の高等教育機関への進学と徴兵猶予の問題から、早期に宗教の分離を行い中学校と

しての維持をはかっていることは、女子校と男子校とで対照的である。明治期初期から女

子教育の多くを担い、またリードしてきたキリスト教系の女学校は、ミッションスクール

としての宗教教育、また英語教育を中心とした欧米文化が中心におかれていたため、ナシ

ョナリズム台頭期における官立の高等女学校整備によって存続の危機からあらたな経営の

方向を模索せざるを得なくなったのである。キリスト教系の女学校の場合、財政難と経営

困難から廃校となる学校もあったが、多くは明治初期から女子教育の担い手であった実績

と信用、欧米教会の援助によって経営を継続した21。 
その後、２０世紀をむかえると、主に都市部では女子の高等教育に関する要望が生じつ

つあった。１９０３(明治３６)年に専門学校令が公布され、日本女子大学校、女子英学塾

等が専門学校になると、それらの学校への進学希望者も徐々に増加した。これによって、

各種学校として学校継続を行っていたキリスト教系の女学校も新たな対応を求められるこ

とになった。つまり上級学校を目指す生徒が登場する中で、女学校卒業後の進学を視野に

おいた文部省認可の専門学校進学資格指定を目指すという課題が生じたのである。そのた

めには、各種学校を高等女学校として改変して学校経営全体を見直した申請を行うか、高

等女学校に近い教育課程を設置して高等女学校と同等以上の学力を有するという「専門学

校入学者無試験検定願」を文部省に提出するという選択肢が求められたのである。結果と

して、大正期から昭和初期にかけてキリスト教系の女学校の多くは「専門学校入学者無試

験検定願」の認可を受け、あるいは高等女学校としてその組織を改変して対応した。 
その際、女学校において学校の文化そのものであるキリスト教の教育をどのように継続

していくか、という課題が切実であった。正規の教育課程として宗教活動が認められない

以上、各種学校として学校の経営を維持しながら、教職員、施設、教育課程を高等女学校

に合わせたものにして「専門学校入学者無試験検定願」の申請を計ると同時に、正規の教

育課程とは別の学校内外でキリスト教事業・教育活動を任意で行い、その充実をはかった。

それは、キリスト教系学校としての伝統の維持とその伝道的役割を果たすためにも必要な

ものとなった。 
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小結 
本章では、明治期の女子教育について、①明治初期から男子中心に学校制度が整備され

る中で、キリスト教主義女学校は女子教育を中心に担ってきた、②しかし、ナショナリズ

ムが高まる中でこれに対抗する形で訓令１２号、高等女学校令が出され、戦前における日

本的な女子中等教育制度が確立されると、③キリスト教主義女学校は独自の対応を迫られ、

さらに高等女学校卒業生の急増にともない女子高等教育の要望が高まると、上級学校への

接続を検討していくことを述べた。この時期、１９２０（大正９）年に、日本におけるガ

ールガイド、女子補導団は発足するのである。 
１９２０（大正１０）年、少女たちの学校、教会を中心としたガールガイドが、イギリ

ス聖公会関係の女学校において女子補導会として始められた背景には、以上の女子教育と

キリスト教の関係が存在した。もちろん、補導会の導入にあたっては、キリスト教の教育

活動としてのみでなく、後述するが、大正自由主義を反映した児童中心主義や新しい女子

教育への試みであったことも確かである。 
ただし、現在の日本のガールスカウトではみられないことであるが、当時の女子補導会

はキリスト教の祈祷ではじまる活動であり、指導者は宣教のために派遣されたイギリス人

女性たちであったことも合わせて考えてみると、キリスト教主義が強く反映されて出発し

ており、その意味を確認したい。明治以降、日本の女子教育を中心的に担ってきたキリス

ト教系女学校は、高等女学校と訓令１２号にみられる宗教分離問題の中、それまでの事業

を継続して、さらに新たな医療・福祉・教育・保育に社会活動を展開していく。そこで、

教育と伝道両面の役割を果たしていくのである。女子補導会を論ずる際、女子教育という

のみでなくキリスト教系女学校、とくにイギリス聖公会系の教会と学校の発展過程の中で

その意味を考える必要がある。 
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